
　本計画に基づく取組を通して、教職員の「働きやすさ」と「働きがい」の両立を図り、子供たちへの

よりよい教育につなげていきます。

教育の質の維持・向上を目指して

門川町立学校の教育職員に関する

業務量管理・健康確保措置実施計画

教職員のウェルビーイングが、門川の子どもを輝かせる

月平均時間外在校等時間の現状及び目標

① 学校の役割を「教育」に集中させます

登下校の見守り： 地域・保護者による主体的な活動を基本とします
。

夜間の対応： 見回りは町教育委員会・関係機関が担い、学校は原則行いません
。

保護者の役割： 補導時などの対応は、保護者が第一義的な責任を持つ認識を共有します
。

困難な事案： 学校で対応困難な苦情等は、教育委員会が行政として対応します
。

② 先生が子どもと向き合う「時間」を作ります

業務時間外の電話： 業務時間外は自動応答です。急ぎでない連絡は改めて時間内にお願いします
。

活動のサポート： 行事の準備や見守りなど、地域ボランティアの力をお貸しください
。

部活動： 地域人材の活用や時間の適正化を進め、子どもたちの活動を維持します
。

③ 学校をお休みする日を設けます

学校閉庁日： 夏休み中に「原則学校が休みになる日（7日間）」を設定します
。

定時退校日： 週1回「早く帰る日」を設定し、先生の心身の健康を守ります
。

「子どもたちの輝く未来」を、チーム門川で支えましょう

子どもたちのために ──
学校・家庭・地域でつくる「新しい協力のかたち」

お問合せ先
門川町教育課　　0982-63-1140

門川町の現状（令和６年度調査から）及び目標

現在、教職員の時間外在校等時間は、月平均でみると上のような状況です。教職員一人一人の月平均

時間外在校等時間について、45時間未満を目標とし、将来的に令和11年度には30時間程度まで縮減し

ていくことを目指します。
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